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（調整理由） 

１ 単年度負担について 

 ・小田原市では、退職手当について、人件費（職員手当等）として単年度支

出をしているので、委託料として単年度負担とすることが望ましい。 
２ 負担方法について 

 ・広域化前に係る退職手当の分を広域化前に内在している債務と考えれば、

小田原市及び足柄消防組合において、それぞれ広域化前に清算しておき、

広域化後に係る退職手当の分を２市６町で按分するのが望ましいが、清算

には多額の費用が必要である。 
・退職手当の清算は、職員にとっては大変不利益になり、現実的ではない。 
・広域化後に職員が退職するごとに、広域化前に係る退職手当分は、広域化

前に属していた団体が負担することとし、広域化後に係る退職手当の分は、

人件費を算出する負担方法を用いて２市６町で按分して負担することが適

調 整 結 果 

１ 退職手当は、委託料として、単年度負担とする。 

２ 退職手当の負担方法は、広域化前に係る退職手当の分は、

広域化前に属していた団体が負担し、広域化後に係る退職

手当の分は、人件費を算出する負担方法を用いて２市６町

で按分して負担とする。 

３ 足柄消防組合に属していた職員の平成２６年度及び平成

２７年度の大量定年退職に伴う足柄上地域１市５町の負

担額の増加に対応するため、平成２６年度からの４年間に

おいては、足柄上地域１市５町の負担額を平準化して、本

来の負担額との差額分を小田原市が一時的に負担する。 

ただし、平準化により小田原市が一時負担する額に対する

経費については、足柄上地域１市５町で負担する。 



当である。 

・この方法は、広域化前に在職していた職員全員が退職するまで約４０年程

度管理する必要があり、事務が煩雑であるとともに、委託市町の増加等に

対応することが困難などの課題は残る。 

３ 負担額の平準化について 

・平成２６年度及び平成２７年度は、足柄消防組合に属していた職員が大量

に定年退職を迎えるため、足柄上地域１市５町においては、大きな負担と

なる。 

・負担額の増大を抑える方法としては、平成２６年度以降の数年間について、

足柄上地域１市５町の負担額を平準化して、本来の負担額との差額分を小

田原市が一時的に負担して調整する方法が考えられる。 

・この場合、平準化により小田原市が一時負担する額に対する経費を足柄上

地域１市５町が別途負担することが適当である。 
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１　広域化後２５年間の年度別定年退職者人数

２　広域化後１０年間の退職手当負担のシミュレーション
退職年度別人数 (平成２３年４月１日現在） 単位（人）

H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 総計

3 3 3 6 0 1 2 3 4 3 28

3 10 15 5 4 3 3 2 0 0 45

6 13 18 11 4 4 5 5 4 3 73

25,694

28,259

※負担金率：～H24(235/1000),H25～H28(215/1000),H29～(210/1000)

０　消防の広域化をしない場合 単位（千円）

H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 総計

77,082 77,082 77,082 154,164 0 25,694 51,388 77,082 102,776 77,082 719,432

※過去３年（H20～H22）の１人当
たりの平均退職手当額（千円）

足柄消防組合の退
職手当組合負担金
（千円）

退職年度

小田原市負担分

退職年度

小田原市

足柄消防組合

合計

一般負担金(H22) １人当たり特別負担金

足柄消防組合退職手当平均額 138,813 5,408

小田原市退職手当平均額
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H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41 H42 H43 H44 H45 H46 H47 H48 H49

人
数
（
人
）

年度

足柄消防組合 小田原市

84,777 282,590 423,885 141,295 113,036 84,777 84,777 56,518 0 0 1,271,655

161,859 359,672 500,967 295,459 113,036 110,471 136,165 133,600 102,776 77,082 1,991,087

※足柄消防組合は退職手当組合加入のため、実際の負担は平準化されている（平成２２年度退職手当組合負担金は180,869千円）

143,223 181,079 208,119 154,039 145,678 140,270 140,270 134,862 124,046 124,046 1,495,632

１－１　広域化前後勤続年数別負担（広域化前に係る退職手当分は広域化前に属していた団体が負担し、広域化後に係る退職手当分は按分して負担） 単位（千円）

H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 総計

74,879 72,677 70,475 136,545 0 21,289 41,110 59,463 76,348 55,059 607,845

82,355 266,442 387,552 125,147 96,888 70,244 67,822 43,600 0 0 1,140,050

4,625 20,553 42,940 33,767 16,148 18,938 27,233 30,537 26,428 22,023 243,192

161,859 359,672 500,967 295,459 113,036 110,471 136,165 133,600 102,776 77,082 1,991,087

２市６町負担(広域化後分）内訳 　※人件費の負担割合で計算

小田原市(広域化後分） 54.75% 2,533 11,253 23,510 18,487 8,841 10,368 14,910 16,719 14,470 12,058 133,149
足柄上１市５町(広域化後分) 41.09% 1,900 8,445 17,644 13,875 6,635 7,782 11,190 12,548 10,859 9,049 99,927

真鶴町(広域化後分） 4.16% 192 855 1,786 1,405 672 788 1,133 1,270 1,099 916 10,116

4,625 20,553 42,940 33,767 16,148 18,938 27,233 30,537 26,428 22,023 243,192

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

77,412 83,930 93,985 155,032 8,841 31,657 56,020 76,182 90,818 67,117 740,994

84,255 274,887 405,196 139,022 103,523 78,026 79,012 56,148 10,859 9,049 1,239,977

192 855 1,786 1,405 672 788 1,133 1,270 1,099 916 10,116

161,859 359,672 500,967 295,459 113,036 110,471 136,165 133,600 102,776 77,082 1,991,087

１－２　広域化前後勤続年数別負担【H26～H29平準化】 単位（千円）

H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 総計

小田原市　 77,412 128,160 268,524 63,397 △ 118,293 31,657 56,020 76,182 90,818 67,117 740,994

足柄上１市５町　 84,255 230,657 230,657 230,657 230,657 78,026 79,012 56,148 10,859 9,049 1,239,977

真鶴町 192 855 1,786 1,405 672 788 1,133 1,270 1,099 916 10,116

161,859 359,672 500,967 295,459 113,036 110,471 136,165 133,600 102,776 77,082 1,991,087

２　単純単年度負担（人件費の負担割合で試算） 単位（千円）

H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 総計

小田原市 54.75% 88,618 196,921 274,280 161,764 61,888 60,482 74,551 73,146 56,270 42,202 1,090,122

２市６町負担（広域化後分）

合計

足柄消防組合負担分(退手組合）

退職年度

小田原市(広域化前分）

足柄消防組合（広域化前分）

足柄消防組合負担分

合計

真鶴町　合計

合計

退職年度

退職年度

計

小計

広域化後の勤続年数

小田原市　合計

足柄上１市５町　合計

小田原市 54.75% 88,618 196,921 274,280 161,764 61,888 60,482 74,551 73,146 56,270 42,202 1,090,122

足柄上１市５町　 41.09% 66,508 147,789 205,847 121,404 46,446 45,393 55,950 54,896 42,231 31,673 818,137

真鶴町 4.16% 6,733 14,962 20,840 12,291 4,702 4,596 5,664 5,558 4,275 3,207 82,828

計 100% 161,859 359,672 500,967 295,459 113,036 110,471 136,165 133,600 102,776 77,082 1,991,087

     ※人件費の負担割合で計算
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３　負担イメージ
【状況想定】

　　１　平成２５年度末定年退職者　６人（広域前在職：小田原市３人、足柄消防組合３人）

　　２　勤続３５年で６人とも定年退職（広域前３４年在職、広域後１年在職）

２人目 ２人目

広域化後1年分 広域化後1年分

＜H25退職手当総額＞

広域化
前在職
34年分

３人目１人目【161,859千円】

広域化前
在職

34年分

広域化
前在職
34年分

広域化
前在職
34年分

＜広域前小田原市在職３人＞ ＜広域前足柄消防組合在職３人＞

広域化後1年分

広域化
前在職
34年分

広域化後1年分

広域化
前在職
34年分

３人目１人目

広域化後1年分 広域化後1年分

勤
続
3
5
年

広域化後1年分 広域化後1年分 広域化後1年分

広域化後1年分 広域化後1年分 広域化後1年分

【84,255千円】

広域化後按分

【192千円】

広域化
前在職
34年分

広域化
前在職
34年分

広域化
前在職
34年分

広域化
前在職
34年分

広域化前
在職

34年分

＜１市５町負担分　計＞＜真鶴町負担分　計＞＜小田原市負担分　計＞

＜足柄消防組合（広域化前分）＞＜小田原市(広域化前分）＞

広域化
前在職
34年分

広域化前
在職

34年分

広域化
前在職
34年分

【74,879千円】 【82,355千円】

【77,412千円】

広域化後按分 広域化後按分

【4,625千円】

＜２市６町負担分(広域化後）＞

広域化
前在職
34年分

広域化
前在職
34年分

広域化
前在職
34年分

広域化
前在職
34年分

54.75% 41.09%4.16%
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退職手当負担額シミュレーションの累計比較 単位（千円）

区分 算出方法 １０年間 ２０年間 ３０年間 ４０年間

広域化しない場合※１
（実支給額）

719,432 2,774,952 4,496,450 5,164,494

740,994 2,555,605 4,116,786 4,920,195

21,562 △ 219,347 △ 379,664 △ 244,299 ※１との差

広域化しない場合※２
（退職手当組合負担金）

1,495,632 2,892,924 4,344,296 5,752,404

1,239,977 2,171,472 3,254,056 3,856,447

△ 255,655 △ 721,452 △ 1,090,240 △ 1,895,957 ※２との差

真鶴町 広域化前後 10,116 64,658 144,457 203,213

足柄上
１市５町

広域化前後

広域化前後

小田原市
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年度別退職手当に占める広域化前後の割合
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割
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２市６町負担（広域化後） 足柄消防組合（広域化前分） 小田原市(広域化前分）  

 
広域化前勤続のみの年数別負担
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広域化前後勤続年数別負担
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単純単年度負担
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足柄上１市５町(一元化）　 小田原市(一元化) 真鶴町(一元化）  

【表１】 

【表２】 

【表３】 

【表４】 
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